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★
感
染
症
予
防
対
策
と
し
て
利
用
時
間
と
定
員
を
制
限
し
て
い
ま
す
。
　  

　 

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

 

★
秋
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
つ
い
て 

　

今
年
も
秋
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。
水
泳
以
外
に
も
、
ヨ
ガ
や
ダ
ン
ス
な

ど
の
教
室
も
充
実
し
て
い
る
の
で
、
自
分
に
合
っ
た
教
室
が
き
っ
と
見
つ
か
り
ま
す
。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
案
内
予
定
で
す
。

 

★
９
月
か
ら
の
営
業
時
間
の
お
知
ら
せ 

　

〔　

日　

〕
休
館
日

　

〔　

月　

〕
午
後
１
時
〜
午
後
８
時
30
分
（
閉
館 

午
後
９
時
）

　

〔
火
〜
金
〕
午
前
10
時
〜
午
後
８
時
30
分
（
閉
館 

午
後
９
時
）

　

〔　

土　

〕
午
後
１
時
〜
午
後
５
時
30
分
（
閉
館 

午
後
６
時
）

　

〔　

祝　

〕
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
30
分
（
閉
館 

午
後
６
時
）

 

★
福
井
県
中
学
校
夏
季
総
合
競
技
大
会
水
泳
競
技
結
果 

（
敬
称
略
）

開
催
日
　
７
月
９
日
（
土
）
・
10
日
（
日
）
　 
会
場
　
敦
賀
市
総
合
運
動
公
園
水
泳
場

〈
女
子
〉 

５
０
ｍ
自
由
形 

第
２
位 

茨
田　

咲
良　

（
上　

野
）

 

１
０
０
ｍ
自
由
形 

第
３
位 
茨
田　

咲
良　

（
上　

野
）

 

４
０
０
ｍ
自
由
形 

第
３
位 
澤
﨑　

未
夢　

（
日　

野
）

 

１
０
０
ｍ
背
泳
ぎ 

第
３
位 

笛
吹　

美
月　

（
上　

野
）

 

２
０
０
ｍ
背
泳
ぎ 

第
２
位 

笛
吹　

美
月　

（
上　

野
）

 

１
０
０
ｍ
平
泳
ぎ 

第
１
位 

幸
馬　

美
空　

（
鋳
物
師
）

 

２
０
０
ｍ
平
泳
ぎ 

第
１
位 

幸
馬　

美
空　

（
鋳
物
師
）

 

１
０
０
ｍ
バ
タ
フ
ラ
イ 

第
３
位 

篠
田　

蒼
依　

（
東
大
道
）

 

４
０
０
ｍ
メ
ド
レ
ー
リ
レ
ー 

第
１
位

 

　

笛
吹　

美
月
（
上　

野
） 

幸
馬　

美
空
（
鋳
物
師
）

 

　

篠
田　

蒼
依
（
東
大
道
） 

茨
田　

咲
良
（
上　

野
）【
大
会
新
・
県
中
学
新
】

 

４
０
０
ｍ
フ
リ
ー
リ
レ
ー 

第
１
位

 

　

茨
田　

咲
良
（
上　

野
） 

篠
田　

蒼
依
（
東
大
道
）

 

　

幸
馬　

美
空
（
鋳
物
師
） 

澤
﨑　

未
夢
（
日　

野
）

☆ 

皆
様
の
お
越
し
を
ス
タ
ッ
フ
一
同
、
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

ウォーターランド通信

■問合せ　ウォーターランド南条  ☎ 0778－47－3711 検  索ウォーターランド南条

　国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付した場合

と比べて、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。

　そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10 年以内であれば、これらの期間の保険料を

さかのぼって納める（追納する）ことができます。例えば、令和４年９月に追納する場合は、平成 24 年９月分

以降の期間が追納できます。

【追納に関する注意事項】

① 一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。

　 （例えば、3/4 免除の期間を追納する場合は、残りの 1/4 の保険料を納めている必要があります。）

② 老齢基礎年金を受け取っている方は、追納できません。

③ 追納は、免除等を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。

④  免除等を受けた期間の翌年度から数えて３年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に一定額が加算

されます。

⑤ 追納するためには、申し込みが必要です。

　追納のご相談は、お近くの年金事務所へお問合せください。

国民年金保険料の「追納制度」があります

■問合せ　町民税務課　　　☎ 0778－47－8015

　　　　　武生年金事務所　℡ 0778－23－1126
（自動音声案内「２」の後「２」選択）


